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2月21日（金）　ゆまにて

文

文
つくば

エクス
プレス

つくば
エクス

プレス

八潮
南高校

ゆまにて
大正
通り

そば屋

信用金庫

やしお苑

潮止
小学校

コンビニ

ゆまにて通り

2月18日（火）　大曽根中公民館
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業
道
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大
曽
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2月19日（水）　八條公民館

文
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八
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2月20日（木）　資料館

手代橋

コンビニ

診療所 資料館

GS

綾
瀬
川

資
料
館・タ
ブ
ノ
キ
通
り

マ
ン
シ
ョ
ン

手代新橋

2月17日（月）　古新田公民館

県道松戸草加線

保

稲荷神社
古新田公民館

古新田保育所

古
新
田
通
り

福蔵院

氷川神社医院

中川

潮止橋

医療費控除の算式

医療費控除額
（２００万円が限度）

平成２5年中に
支払った医療
費の総額

領収書（原本）は医療機関ごと
に集計し、必ず合計金額を計
算してお持ちください。

出産育児一時金、生
命保険の給付金、高
額療養費など

保険金などで
補てんされる
金額

「１０万円」と「平成２5年分の総所得
金額等の５パーセント相当額」とのう
ちいずれか少ない方の金額

＊予防接種、検診、人間ドック、タクシー代、駐車料金、診断書代、
置き薬、サプリメント、栄養補給飲料などは基本的に該当しません。
＊源泉徴収税額がない方は、医療費控除をしても還付はありません。

・領収書（原本）は医療機関ごとに集計し、必ず合計金額を計算してお持ちください。
・医療にかかった領収書と保険などで補てんされた金額が分かるものをお持ちください。

■医療費控除を受ける方へ

※月曜日は、八潮メセナの休館日ですが、１階展示室のみ入場できます。車でお越しの
場合は、八潮メセナ駐車場が使用できませんのでご注意ください。

２4日（月）

２月

３月

地域指定なし

２5日（火）
２6日（水） 鶴ヶ曽根

緑町１・２丁目
緑町３～５丁目

２7日（木） 西袋、柳之宮
２8日（金）

八潮１～４丁目

小作田、松之木、伊草、新町
平日に来られない方

 ４ 日（火）
中央１～４丁目

 ３ 日（月）
 2 日（日）＊

八潮５～８丁目
 ５ 日（水）

二丁目、上馬場、中馬場 ６ 日（木）
木曽根、伊勢野 ７ 日（金）
大瀬、垳
大原、浮塚

１２日（水）～
１４日（金）

１１日（火）
１０日（月）

１7日（月）

申告会場・受付時間受付対象地域受　付　日

17日（月）

２月

大曽根中公民館大曽根および
受付会場近隣の方１8日（火）

八條公民館八條および
受付会場近隣の方19日（水）

ゆまにて南川崎および
受付会場近隣の方

２0日（木） 資料館南後谷および
受付会場近隣の方

21日（金）

古新田公民館古新田および
受付会場近隣の方

午前９時３０分
～１１時

午後１時３０分
～３時３０分

受付時間申告会場受付対象地域受　付　日
出張申告会場

八潮メセナ会場 ※
各
申
告
会
場
へ
の
お
問
い
合
わ
せ
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

申
告
受
付
日

（受付時間以外は、
行っていません）

受付時間
午前９時～１１時
午後１時～４時
＊3月2日（日）の受付時間
は、午前9時～11時のみ

会場
八潮メセナ
１階展示室
（開館は午前9時）

（受付時間以外は、行っ
ていません）

※八潮メセナ会場での申告受付は、２月２4日（月）からです。※
現
況
と
異
な
る
場
合
は
、現
況
優
先
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

各
申
告
会
場
案
内
図

▼
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
八

潮
市
に
住
所
が
あ
り
（
⑬
を
除

く
）
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方

①
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
書
が

送
ら
れ
て
き
た
方
（
申
告
書
は
１

月
下
旬
に
郵
送
し
て
い
ま
す
）

②
給
与
所
得
者
で
、
勤
務
先
か
ら

市
役
所
に
給
与
支
払
報
告
書
が
提

出
さ
れ
て
い
な
い
方
（
勤
務
先
に

確
認
し
て
く
だ
さ
い
）

③
給
与
を
２
カ
所
以
上
の
会
社
か

ら
受
け
て
い
る
方

④
給
与
所
得
者
で
、
給
与
の
他
に

所
得
の
あ
っ
た
方

⑤
平
成
25
年
中
に
退
職
さ
れ
、
平

成
25
年
中
に
就
職
さ
れ
て
い
な
い

方⑥
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
、
外
交

員
報
酬
な
ど
の
収
入
が
あ
っ
た
方

⑦
公
的
年
金
等
を
２
カ
所
以
上
か

ら
受
け
て
い
る
方

⑧
事
業
所
得
（
営
業
・
農
業
）
、

不
動
産
所
得
、
雑
所
得
な
ど
が
あ

っ
た
方

⑨
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方

⑩
児
童
（
児
童
扶
養
）
手
当
や
幼

稚
園
就
園
奨
励
費
な
ど
各
種
手
当

を
受
給
さ
れ
る
方

⑪
保
育
所
の
保
育
料
算
定
や
県
営

・
市
営
住
宅
の
家
賃
算
定
な
ど
が

必
要
に
な
る
方

⑫
ど
な
た
の
扶
養
に
も
な
っ
て
い

な
い
方
で
、
障
害
者
年
金
、
老
齢

福
祉
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る

方⑬
八
潮
市
に
住
所
は
な
い
が
、
八

潮
市
内
に
事
業
所
・
事
務
所
ま
た

は
家
屋
敷
が
あ
る
方

※
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
400

万
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
他
の

所
得
が
20
万
円
以
下
で
、
所
得
税

等
の
確
定
申
告
が
不
要
と
さ
れ
て

い
る
場
合
で
も
、
医
療
費
控
除
や

生
命
保
険
料
控
除
な
ど
が
あ
る
方

は
、
市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な

場
合
が
あ
り
ま
す
（
例
年
、
市
県

民
税
が
課
税
と
な
っ
て
い
る
方
は

ご
注
意
く
だ
さ
い
）
。

※
収
入
が
無
い
方
で
も
、
各
種
保

険
料
や
給
付
な
ど
の
算
定
に
申
告

書
の
提
出
が
必
要
な
場
合
が
あ
り

ま
す
。

■
申
告
が
不
要
な
方

▼
所
得
税
等
の
確
定
申
告
を
す
る

方▼
平
成
25
年
中
勤
務
先
が
１
カ
所

で
、
勤
務
先
か
ら
市
役
所
へ
給
与

支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る

方▼
公
的
年
金
等
の
収
入
が
１
カ
所

の
み
で
、
控
除
の
追
加
が
な
い
方

▼
平
成
25
年
中
の
所
得
が
分
か
る

も
の
・
源
泉
徴
収
票
（
原
本
）
・ 

営
業
、
農
業
、
不
動
産
所
得
の
あ

っ
た
方
は
、
収
支
の
分
か
る
帳
簿
、

領
収
書
な
ど
（
総
収
入
金
額
や
必

要
経
費
な
ど
の
収
支
内
訳
書
は
、

必
ず
計
算
し
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
）

▼
社
会
保
険
料
（
国
民
健
康
保
険
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
、
介
護
保

険
、
国
民
年
金
な
ど
）
、
生
命
保

険
料
、
地
震
保
険
料
な
ど
の
支
払

証
明
書

▼
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
、

障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
ま
た

は
市
が
発
行
す
る
障
害
者
控
除
対

象
者
認
定
書

▼
印
鑑
、
筆
記
用
具
、
電
卓

■
郵
送
で
の
提
出

　

次
の
方
は
郵
送
に
よ
る
提
出
が

可
能
で
す
。

▼
年
末
調
整
が
済
ん
で
い
る
源
泉

徴
収
票
（
原
本
）
を
お
持
ち
の
方

で
控
除
の
追
加
、
内
容
の
変
更
が

な
い
方

⇐
源
泉
徴
収
票
（
原
本
）

の
み
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
所
得
が
な
か
っ
た
方

⇐

市
民
税

・
県
民
税
申
告
書
裏
面
の
「
平
成

25
年
中
に
所
得
の
な
か
っ
た
方
の

記
載
欄
」
に
ご
記
入
の
う
え
、
郵

送
し
て
く
だ
さ
い
。     

■
申
告
会
場
で
の
提
出

　

申
告
受
付
日
程
を
ご
確
認
の
う

え
、
受
付
対
象
地
域
の
受
付
日
に

各
申
告
会
場
で
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。

　

指
定
さ
れ
た
受
付
日
以
外
で
も

申
告
で
き
ま
す
が
、
混
雑
緩
和
の

た
め
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
午
前
中
の
受
け
付
け
で

も
混
み
具
合
に
よ
り
、
午
後
か
ら

の
申
告
開
始
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

な
お
、
市
県
民
税
の
申
告
会
場

で
は
、
簡
易
な
確
定
申
告
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

　

受
け
付
け
ら
れ
る
申
告
内
容
は
、

３
面
の
「
市
民
税
・
県
民
税
申
告

会
場
で
受
け
付
け
で
き
る
簡
易
な

確
定
申
告
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
日
曜
申
告

　

土
・
日
曜
日
の
申
告
受
付
は
行

っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
３
月
２
日
㈰

に
限
り
、
午
前
９
時
か
ら
11
時
ま

で
、
八
潮
メ
セ
ナ
１
階
展
示
室
で
、

日
曜
申
告
を
実
施
し
ま
す
。
大
変

混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
午
後
の
受
け
付
け
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

26
市
県
民
税
・
所
得
税
等
の
申
告
の
ご
案
内

　

申
告
の
受
け
付
け
は
、
２
月
17
日
か
ら
３
月
17
日
ま
で
の
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
に
行
い
ま
す
。

　

市
民
税
・
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
市
役
所
市
民
税
課
、
所
得
税
等
の
確
定
申
告
に
つ
い
て
は
、
越
谷
税
務
署
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
申
告
期
限
間
近
に
な
る
と
、
大
変
混
雑
し
ま
す
。
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

□問
市
民
税
課
☎
○内
２
０
６

市
民
税・県
民
税
の
申
告

申
告
が
必
要
な
方

申
告
に
必
要
な
も
の

提
出
方
法


